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１．総合評価（工事） 平成２３年度の取り組み

（１） 技術評価の評価項目の見直し
（２） 平成２３年度の評価事項の変更点
（３） 平成２３年度の配点
（４） 技術提案数の上限設定
（５） 技術提案（施工計画）の評価基準の見直し
（６） 技術提案不履行の取扱いについて
（７） 技術提案の評価結果通知方法について
（８） 各種試行の取り扱いについて
（９） 低入札価格調査基準価格の見直しについて
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（１） 技術評価の評価項目の見直し

２

技術提案のみを評価する工事は、技術的に工夫の余地が特に大きいWTO案件及び高度技術提案型に限
定し、標準Ⅰ型（WTO非対象）については、企業及び配置予定技術者の施工能力等の評価項目を新たに設

定する。

簡易型

標準Ⅱ型

標準Ⅰ型
（WTO非対象）

標準Ⅰ型（WTO対象）

高度技術提案型

簡易な施工
計画１０

技術提案
３０

技術提案
５０

技術提案
５０

施工能力等
２０

施工能力等
２０

施工能力等
２０

地域
７

地域
７

３７点

５７点

７０点

５０点

新たに追加

◆ 配点割合

※ ※地域：地域精通度、地域貢献度等
Aランクは４点

（５～１０） （１５～２５） （５～１０）

（２０～３０） （２０～２５） （５～１０）

（４０～６０） （２０）

（３０～４０）

（５０～６０）

（６０～７０）

（～５０）

※括弧書きは、全国標準案

※



１．企業の技術力等

○平均工事成績評定点の対象
従来： 北陸地整（港湾空港関係）、過去２ヶ年度 変更： 北陸地整（港湾空港関係）、過去５ヶ年度

○地域精通度
地元企業の社会性等の貢献を評価し、加算点を引き上げる（２点→３点）

２．配置予定技術者の能力

○優良工事技術者表彰又は優良工事表彰の従事技術者
法令遵守等における措置を受けた場合の規定を追加する。

（２） 平成２３年度の評価事項の変更点

３

過去５年間の北陸地方整備局（港湾空港関係）発注工事における優良工事技術者表彰の有無又は過去２年
間に優良工事表彰を受けた工事の監理技術者又は主任技術者の配置の有無。

ただし、表彰を受けた翌日から技術資料提出期限日までに法令遵守等について文書注意以上の措置を受け
た工事に従事していた場合（主任技術者、監理技術者又は現場代理人に限る）は加算点を付与しない。

1.0 事務所長表彰あり

/ 2.02.0 局長表彰あり優良工事技
術者表彰又
は優良工事
表彰の従事
技術者



（３） 平成２３年度の配点

４

技術提案 10点 30点 50点 50点

簡易な施工計画 10.0 30.0 50.0 50.0

企業の技術力 15点 15点 12点

工事成績 5.0 5.0 5.0

工事成績評定優秀企業 1.0 1.0 1.0

優良工事表彰 3.0 3.0 3.0

下請表彰 1.0 1.0 1.0

安全優良表彰 2.0 2.0 2.0

地域精通度（Ａランク工事は適用外） 3.0 3.0 -

配置予定技術者の能力 5点 5点 5点

工事成績 2.0 2.0 2.0

優良技術者表彰 2.0 2.0 2.0

継続学習（ＣＰＤ）の取組 1.0 1.0 1.0

地域貢献度（下記のうち配点の高い点を加点） 4点 4点 -

災害時等における活動実績 4.0 4.0 -

災害支援表彰 1.0 1.0 -

新技術に対する取組 3点 3点 3点

当該工事への新技術の適用 2.0 2.0 2.0

契約後ＶＥ提案の実績 1.0 1.0 1.0

加算点合計 37点 57点 70点 50点

項　目 標準Ⅰ型
(WTO対象)

簡易型 標準Ⅱ型 標準Ⅰ型
(ＷＴＯ非対象)



（４） 技術提案数の上限設定等の見直し

企業の技術提案に係る負担軽減を図るため、課題数、技術提案数の上限、施工計画書枚数について以下
のとおり見直す。

◆ 課題数及び技術提案数の上限

５Ａ４版 １枚以内Ａ４版様式 １枚以内５提案 ／ 課題１課題簡 易 型

Ａ４版 ２枚以内Ａ４版様式 ２枚以内５提案 ／ 課題２課題標準Ⅱ型

Ａ４版 ５枚以内Ａ４版様式 ３枚以内３提案 ／ 着目点３課題
課題ごとに着目点を１～２つ設定

標準Ⅰ型

添付資料枚数施工計画書枚数技術提案数の上限課題数区 分

Ａ４版様式２枚以内
（図表含む）

３提案 ／ 課題１課題簡 易 型

課題毎にＡ４版様式２枚以内
（図表含む）

３提案 ／ 課題２課題標準Ⅱ型

課題毎にＡ４版様式３枚以内
（図表含む）

５提案 ／ 課題２課題標準Ⅰ型

施工計画書枚数技術提案数の上限課題数区 分

【参考】平成２２年度



（５） 技術提案（施工計画）の評価基準の見直し

課題数及び提案数の上限数の変更に伴い、評価基準（配点）の見直しを行う。

◆評価基準

S：３点
A：２点
B：１点
C：０点
D：-３点

１０点／課題
10点に換算

１０点満点簡 易 型

S：５点
A：３点
B：１点
C：０点
D：-５点

１５点／課題３０点満点標準Ⅱ型

・Ｓ：技術提案の効果が十分期待できる
・Ａ：技術提案の効果が期待できる
・Ｂ：技術提案の効果が僅かではあるが期待できる
・Ｃ：標準的な内容である、技術提案の効果が期待できない

又は評価しない旨を公表している
・Ｄ：工事の品質確保が図れないまたは仕様書違反である

・Ｓ：配慮すべき事項が現場特性等を踏まえた的確な内容
・Ａ：配慮すべき事項が現場特性等を踏まえた内容
・Ｂ：配慮すべき事項が僅かではあるが現場特性等を踏ま

えた内容
・Ｃ：標準的な内容又は評価しない旨を公表している
・Ｄ：工事の品質確保が図れないまたは仕様書違反

S：５点
A：３点
B：１点
C：０点
D：-５点

提
案
毎
に
加
点

２５点／課題５０点満点標準Ⅰ型

備考評価基準加算点区 分

A：２点 B：１点 C：０点 D：-２点１０点／課題１０点満点簡易型

S：３点 A：２点 B：１点 C：０点 D：-２点１５点／課題３０点満点標準Ⅱ型

S：３点 A：２点 B：１点 C：０点 D：-３点提
案
毎
に
加
点

９点／着目点
50点に換算

５０点満点標準Ⅰ型

評価基準加算点区 分

【参考】平成２２年度

６

備考欄の赤文字追加（H23.8.24）



◆減点点数見直し案

（６） 技術提案及び新技術に係る不履行の取扱いについて

最大 ５点簡 易 型

最大１５点標準Ⅱ型 １提案の不履行につき ３点減点

最大２５点標準Ⅰ型

備考課題数区 分

簡 易 型

標準Ⅱ型

標準Ⅰ型

提案内容に対する
未達成率の割合に応じて減点する

・提案内容に対する未達成率が40％以上の場合： １０点減点
・ 〃 20％以上40%未満の場合： ５点減点
・ 〃 20％未満の場合： ３点減点

最大１０点

高度技術提案型

備考減点区 分

【参考】平成２２年度

請負者の責による技術提案又は新技術の不履行により、工事成績評定の減点を課す際の点数については、
以下のとおり見直す。

※未達成率＝不履行提案項目数／履行義務提案項目数。「提案項目数」には、新技術の項目数を含む。

７



（７） 技術提案の評価結果通知方法について

競争参加資格確認時に通知する技術提案の評価結果については、標準案であり実施義務がある提案の
扱いをより明確にすることを目的に、通知内容の見直しを行う。なお、新技術の評価結果についても、合わせ
て通知する。

≪対 象≫
・技術提案、新技術提案

≪内 容≫
・○：加算点の付与の対象とする（実施義務あり）
・△：加算点の付与の対象としない（標準案相当であり実施義務あり）
・－：加算点の付与の対象としない（実施義務なし）
・×：技術提案として適正と認められない（実施不可）

※ただし、「新技術」の評価結果については、「○」または「－」の２段階とする。

◆評価結果の通知内容

≪対 象≫
・技術提案のみ

≪内 容≫
・○：可（評価する）
・－：可（評価しない）
・×：否（不採用であり実施不可）

【参考】平成２２年度

８



（８） 各種試行の取り扱いについて①

２．実績重視型

平成２２年度に引き続き、実施しない。

３．専門工事審査型

下請業者の更なる活用、専門工事業者に対する的確な評価による工事品質の向上等を目的として、平成２３
年度も引き続き試行する（２件程度を予定）。見直しのポイントは以下のとおり。

◆技術提案及び専門工事の施工計画に係る提案数の上限 （５提案→３提案）

企業の技術提案等に係る負担軽減を図るため、提案数の上限を見直す。

◆配点（専門工事施工者評価）

１）地域精通度評価（２点→１点）
入札時における特定の専門工事業者への集中を避けるために、地域精通度評価点の見直しを行う。

２）専門工事の施工計画（８点→９点）
１）の変更に伴い、専門工事の施工計画に係る配点を見直す。

１．入札説明会

平成２２年度に引き続き、現場条件・設計条件・技術提案設定の考え方等の説明が重要と考えられる以下の
工事を対象に実施する。

【対象工事】高度技術提案型、標準Ⅰ型

９



（８） 各種試行の取り扱いについて②

平成２３年度 専門工事審査型の配点

10※専門工事審査型はAランク対象工事のため、地域精通度は設定しない

施工計画（技術提案）
15点

（１課題）
15点

（１課題）

企業の技術力 12点 12点

工事成績 5.0 5.0

工事成績評定優秀企業 1.0 1.0

優良工事表彰 3.0 3.0

下請表彰 1.0 1.0

安全優良表彰 2.0 2.0

配置予定技術者の能力 5点 5点

工事成績 2.0 2.0

優良技術者表彰 2.0 2.0

継続学習（ＣＰＤ）の取組 1.0 1.0

地域貢献度（下記のうち配点の高い点を加点） 4点 4点

災害時等における活動実績 4.0 4.0

災害支援表彰 1.0 1.0

新技術に対する取組 3点 3点

当該工事への新技術の適用 2.0 2.0

契約後ＶＥ提案の実績 1.0 1.0

専門工事施工者評価 15点 15点

専門工事の施工計画 8.0 9.0

専門工事費用 3.0 3.0

専門工事の施工実績 2.0 2.0

地域精通度（当該県内における本店の有無） 2.0 1.0

加算点合計 54点 54点

項　目 平成２２年度 平成２３年度



（９）低入札価格調査基準価格の見直しについて

予算決算及び会計令第８５条において、 「当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあ

ると認められる場合の基準」（低入札価格調査基準価格）について、工事の品質確保を一層確保する観点
から、以下のとおり見直しを行う。

【低入札価格調査基準価格の見直しの変遷】

【範囲】
予定価格の2/3～8.5/10

【計算式】
直接工事費の額
共通仮設費の額
現場管理費×0.20

Ｓ６２．４～Ｈ２０．３ Ｈ２０．４～Ｈ２１．３

【範囲】
予定価格の2/3～8.5/10

【計算式】
直接工事費の額×0.95
共通仮設費の額×0.90
現場管理費×0.60
一般管理費等×0.30

Ｈ２１．４～Ｈ２３．３

【範囲】
予定価格の7/10～9/10

【計算式】
直接工事費の額×0.95
共通仮設費の額×0.90
現場管理費×0.70
一般管理費等×0.30

Ｈ２３．４～

【範囲】
予定価格の7/10～9/10

【計算式】
直接工事費の額×0.95
共通仮設費の額×0.90
現場管理費×0.80
一般管理費等×0.30

合計額×1.05合計額×1.05 合計額×1.05 合計額×1.05

※H23年4月1日以降に入札公告を行う工事から適用

11



２．建設コンサルタント業務等 平成２３年度の取り組み

（１） 平成２３年度 発注方式別実施方針
（２） 平成２３年度 評価事項の変更点
（３） 平成２３年度 各方式の配点
（４） 設計共同体の活用について
（５） 低入札価格調査基準価格の見直しについて

12



（１） 平成２３年度 発注方式別実施方針

１．総合評価落札方式

①指名競争入札案件の総合評価への移行を推進。（測量・調査業務等）

②業務内容に応じて、技術点割合が高い標準型での実施を拡大。（価格：技術＝１：２以上）

③本年度に引き続き、簡易型におけるヒアリング省略を試行。

④標準型において、過去に類似の実績があり、評価方法や基準等がある程度明確に決まって
いる業務についてはヒアリング省略を試行。

≪対象業務≫ 維持管理計画書作成業務、港内静穏度検討業務

２．プロポーザル方式

①標準プロポーザルは原則として実施しない。

②特定者の技術提案内容について、特記仕様書に適切に反映する。（平成２０年度監察指摘事項）

13



【 予定管理技術者の経験及び能力 】

１．地域精通度評価を導入 （過去１０ヶ年度）

【局発注の場合】
①当該整備局管内における同種受注実績 ・・・５点
②当該整備局管内における類似受注実績 ･･･３点

【事務所発注の場合】
①当該事務所における受注実績（同種又は類似） ･･･５点
②当該整備局管内における受注実績（同種又は類似） ･･･３点

２．「業務実績」「技術者資格」の配点見直し
１の追加に伴い、配点を見直す。詳細は、次ページのとおり。

15

（２） 平成２３年度 評価事項の変更点

（選定及び特定時）

※「当該整備局管内」とは、新潟県、富山県、石川県及び福井県が該当

※業務内容において、当該地域での業務経験が業務の品質向上に寄与する場合は、地域精通度評価を導入できることとする。

例） 現場作業等を伴う業務（測量、地質調査等）



（３） 平成２３年度 各方式の配点

16

※地域精通度評価を導入する場合

※地域精通度を導入しない場合は、（ ）を適用。

参加表明者の経験及び能力
技術部門登録 5 5 5 5
業務実績（過去10ヶ年度） 10 10 10 10
業務成績（過去3ヶ年度、全地方整備局） 30 30 30 30
優良表彰（過去3ヶ年度、北陸（港湾空港）） 5 5 5 5
事故及び不誠実な行為 -5 -5 -5 -5

予定管理技術者の経験及び能力
技術者資格 5 5 5 5
業務実績（過去10ヶ年度） 5（10） 5（10） 5（10） 5（10）
地域精通度（過去10ヶ年度） 5   (0) 5 （0） 5 （0） 5 （0）
業務成績（過去3ヶ年度、全地方整備局） 30 30 30 30
優良表彰（過去3ヶ年度、北陸（港湾空港）） 5 5 5 5

合　　計
予定管理技術者の経験及び能力

技術者資格 5（10） 6（12） 4 （8） 4 （8）
業務実績（過去10ヶ年度） 10（15） 12（18） 8（12） 8（12）
地域精通度（過去10ヶ年度） 10 （0） 12 （0） 8 （0） 8 （0）
業務成績（過去3ヶ年度、全地方整備局） 20 30 25 25
優良表彰（過去3ヶ年度、北陸（港湾空港）） 5 6 5 5

実施方針・実施フロー等
業務理解度 20 20 20 20
実施手順 30 40 30 20
その他（有益な代替案、重要事項の指摘等） - - - 10

評価テーマに対する技術提案
全体 20 20 20
テーマ１ 54 40 40
テーマ２ - 40 40

合　　計

備　　考

入
札

（
特
定

）
時

200点
価格点・技術点は60点満点
に換算。

価格点30点、技術点60点満
点に換算。

価格点20点、技術点60点満
点に換算。

15%

50%

100点

37%

プロポーザル方式総合評価落札方式

50点 50点 50点 50点

簡易公募型
プロポーザル

25%

100点
50点

50点

50%

10%

100点

35%

74点 100点

18% 15%

30% 25%

60点 50点

66点 50点

50点

25%

15% 10%

100点

15%

簡易型
（価格：技術＝１：１）

35%

35%

50%

100点
50点

25%

200点 200点

35%

標準型
（価格：技術＝１：２）

標準型
（価格：技術＝１：３）

35%

15% 15%

50点50点

項　目

指
名

（
選
定

）
時

50点

15%

35%

50点

35%35%

100点

15% 15% 15% 15%



（４） 設計共同体の活用について

建設コンサルタント業務の内容が技術的に高度化・複雑化し、技術力を結集して業務を実施する範囲が広
がっていることに対応し、品質確保を目的として設計共同体の参加資格を認めることとする。

１）対象業務

・総合評価落札方式またはプロポーザル方式で実施する業務
・業務分担（責任分担）が明確になる業務

３）業務分担

・港湾/海岸/空港 等事業

・深浅測量/環境調査/空中写真撮影 等業務

・設計/測量・調査/地質調査 等業種

・港湾/空港単位（出張所・分室単位）
・海域/陸域単位

区域

分担（例）区分

２）設計共同体の内容

・構成員の組み合わせは、当該発注に係る業務内容に対応する業種区分の有資格者の組み合わせ。
・業務内容に応じて、異なる業種区分の有資格業者の組み合わせによる設計共同体も可。

16



（５） 低入札価格調査基準価格の見直しについて

17

予算決算及び会計令第８５条において、 「当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあ

ると認められる場合の基準」（低入札価格調査基準価格）について、業務の品質確保を一層確保する観点
から、以下のとおり見直しを行う。

一般管理費等の額に１０分の３を乗
じて得た額

その他原価の額に１０分の９を乗じて
得た額

直接経費の額直接人件費の額
補償関係コンサルタ
ント業務

諸経費の額に１０分の４を乗じて得
た額

解析等調査業務費の額に１０分の
７．５を乗じて得た額

間接調査費の額に１０
分の９を乗じて得た額

直接調査費の額地質調査業務

一般管理費等の額に１０分の３を乗
じて得た額

その他原価の額に１０分の９を乗じて
得た額

直接経費の額直接人件費の額
土木関係の建設コン
サルタント業務

諸経費の額に１０分の６を乗じて得
た額

技術料等経費の額に１０分の６を乗じ
て得た額

特別経費の額直接人件費の額
建築関係の建設コン
サルタント業務

-諸経費の額に１０分の４乗じて得た額測量調査費の額直接測量費の額測量業務

④③②①業務区分

（①＋②＋③＋④）×1.05

【範囲】予定価格の6/10～8/10 （地質調査業務にあっては2/3～8.5/10）

【計算式】

【旧基準】

※H23年4月1日以降に入札公告を行う工事から適用

諸経費の額に１０分の６を乗じて得た額技術経費の額に１０分の６を乗じて得た額直接経費の額直接人件費の額補償関係コンサルタント業務

諸経費の額に１０分の４を乗じて得た額解析等調査業務費の額に１０分の７．５を乗じて得た額間接調査費の額に１０分の９を乗じて得た額直接調査費の額地質調査業務

諸経費の額に１０分の６を乗じて得た額技術経費の額に１０分の６を乗じて得た額直接経費の額直接人件費の額土木関係の建設コンサルタント業務

諸経費の額に１０分の６を乗じて得た額技術料等経費の額に１０分の６を乗じて得た額特別経費の額直接人件費の額建築関係の建設コンサルタント業務

-諸経費の額に１０分の４乗じて得た額測量調査費の額直接測量費の額測量業務

④③②①業務区分

諸経費の額に１０分の６を乗じて得た額技術経費の額に１０分の６を乗じて得た額直接経費の額直接人件費の額補償関係コンサルタント業務

諸経費の額に１０分の４を乗じて得た額解析等調査業務費の額に１０分の７．５を乗じて得た額間接調査費の額に１０分の９を乗じて得た額直接調査費の額地質調査業務

諸経費の額に１０分の６を乗じて得た額技術経費の額に１０分の６を乗じて得た額直接経費の額直接人件費の額土木関係の建設コンサルタント業務

諸経費の額に１０分の６を乗じて得た額技術料等経費の額に１０分の６を乗じて得た額特別経費の額直接人件費の額建築関係の建設コンサルタント業務

-諸経費の額に１０分の４乗じて得た額測量調査費の額直接測量費の額測量業務

④③②①業務区分


